
船舶事故調査報告書 

令和４年４月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和３年７月１４日 １２時３０分ごろ 

発生場所 長崎県松浦
まつうら

市福
ふく

島北東方沖 

 伊万里
い ま り

平
ひら

瀬
せ

灯標から真方位１７１°１,６００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°２３.１′ 東経１２９°５１.２′） 

事故の概要  プレジャーヨットしおかぜは、南東進中、干出岩に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和３年７月１９日、主管調査官（長崎事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーヨット しおかぜ、１３.０６トン 

 ２３５－９３６７佐賀、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 左舷中央船底部並びにセンターキール左側面及び底部に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 高潮時 

 事故の経過  本船は、船長ほか１人が乗り組み、伊万里湾を遊走した後、休憩場

所を探しながら、機走により約１～２ノットの対地速力で手動操舵に

より南東進中、福島北東方沖の干出岩（以下「本件干出岩」とい

う。）に乗り揚げた。 

 船長は、１１８番通報して救助を求め、本船は、来援した地元の漁

業協同組合の所属船舶に引き出された後、機走して福島東岸のリゾー

ト施設に着岸した。 

 船長は、本事故発生場所付近を航行したのは初めてであり、本船の

ＧＰＳプロッターの画面には５ｍ等深線までしか表示されておらず、

５ｍより浅い海域には等深線や障害物等が表示されていなかったもの

の、陸岸に近づかなければ３ｍくらいの水深はあるだろうと思ってお

り、本件干出岩の存在を知らなかった。 

本船の喫水は、センターキール下端まで約１.７ｍであった。 

分析  本船は、ＧＰＳプロッターの画面に５ｍより浅い海域には等深線や

障害物等が表示されていない状況下、南東進中、船長が、陸岸に近づ

かなければ約３ｍの水深はあるだろうと思い、本件干出岩の存在を知

らずに５ｍより浅い海域で航行を続けたことから、本件干出岩に乗り

揚げたものと推定される。 

原因  本事故は、本船が、ＧＰＳプロッターの画面に５ｍより浅い海域に

は等深線や障害物等が表示されていない状況下、南東進中、船長が、

陸岸に近づかなければ約３ｍの水深はあるだろうと思い、本件干出岩



 

の存在を知らずに５ｍより浅い海域で航行を続けたため、本件干出岩

に乗り揚げたものと推定される。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、初めての海域を航行する場合、事前に海図等を用いて詳

細な水路調査を行い、同海域の水路状況を十分に把握しておくこ

と。 


